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群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

田 

郁 

美 
 
 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

 
 
 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群

馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
五
備
考
１
中
「
第
十
六
条
の
二
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
備
考
３
中

「
う
ち
教
育
職
員
免
許
法
附
則
第
十
項
」
を
「
う
ち
教
育
職
員
免
許
法
附
則
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
九
２
短
大
卒
の
部
二
短
大
二
卒
の
項
⑺
中
「
海
技
専
攻
課
程
（
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航 

海
）
及
び
同
コ
ー
ス
（
機
関
）
に
限
る
。
）
及
び
海
技
課
程
専
修
科
」
を
「
海
技
課
程
専
修
科
若
し

く
は
航
海
専
科
又
は
海
技
専
攻
課
程
（
海
上
技
術
コ
ー
ス
（
航
海
）
及
び
同
コ
ー
ス
（
機
関
）
に
限

る
。
）
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 
田 
郁 

美 
 
 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号 

 
 
 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
五
以
上
百
分
の
二
百
十
」
を
「
百
分
の

百
二
十
以
上
百
分
の
二
百
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
三
・
五
以
上
百
分
の
百
二

十
五
」
を
「
百
分
の
百
八
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
百

二
」
を
「
百
分
の
九
十
七
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
百
二
」
を
「
百
分
の
九
十
七
」

に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
五
十
二
」
を
「
百
分
の
四
十
九
・
五
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
八
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
六
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
百
分
の
四
十
八
・
五
」
を
「
百
分
の
四
十
六
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
三
中 

 

「 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

 

「 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

め
る
。 

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改 

正
） 

第
二
条 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平

成
十
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
二
百
十
」
を
「
百
分
の
二
百
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
五
項
中
「
百
分
の
百
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改 

正
） 

第
三
条 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令

和
四
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
の
う
ち
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
四
十
二
条
の
二
の
二

第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正
規
定
中
「
前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
学
校
職
員
」
を
「
前
項

第
一
号
イ
に
掲
げ
る
者
」
に
、
「
前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
学
校
職
員
」
を
「
前
項
第
一
号
ロ
に

掲
げ
る
者
」
に
、
「
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
学
校
職
員
」
を
「
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
者
」

に
、
「
前
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
学
校
職
員
」
を
「
前
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
者
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
一
条
の
う
ち
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
附
則
に
六
項
を
加
え
る

改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

附
則
に
次
の
七
項
を
加
え
る
。 

18 

任
命
権
者
は
、
条
例
附
則
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
学
校
職
員

の
給
料
月
額
が
異
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
学
校
職
員
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

19 

条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に
対
す
る
第
七
条
第
三
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
応
じ
た
額
」
と

あ
る
の
は
「
応
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端

数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲

げ
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に

切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

20 

条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に
対
す
る
第
十
一
条
の
規
定

■ 

教
育
委
員
会
規
則 

吾
妻
郡
長
野
原
町
大
字
応
桑
一
五
四
三

の
三
一
〇 

吾
妻
郡
東
吾
妻
町
大
字
本
宿
三
八
九 

長
野
原
町
立
西
中
学
校 

 

東
吾
妻
町
立
坂
上
小
学
校 

 

 

吾
妻
郡
東
吾
妻
町
大
字
本
宿
三
八
九 

東
吾
妻
町
立
坂
上
小
学
校 

 

 
に
改 

を 
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の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百

円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

21 

条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に
対
す
る
第
三
十
六
条
の
四

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
給
料
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月

額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り

上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

22 

条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に
対
す
る
第
四
十
二
条
の
二

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中

「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、

五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

23 

条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に
対
す
る
第
四
十
二
条
の
二

の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号

中
「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の

端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

24 

条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に
対
す
る
第
四
十
四
条
の
十

一
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で

の
規
定
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。 
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